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はじめに 

 

 

男女共同参画基本法が１９９９年（平成１１年）

に施行されて以降、社会全体で男女共同参画への関

心が高まる中、若年層における男性の家事・育児へ

の参画促進が進みつつも、未だに性別による固定的

な役割分担意識を持つ方も多く、政策・方針決定の

場への女性参画の遅れなど、まだ解決すべき課題は

少なくありません。また、ＳＮＳ等を通じた性暴力・

性被害の多様化・低年齢化といった新たな問題など、

丁寧に向き合っていく必要があります。 

宇治市では、２００４年（平成１６年）、「宇治市男女生き生きまちづくり条例」

を制定し、具体的な施策展開を図るため、宇治市男女共同参画計画「ＵＪＩあさ

ぎりプラン」のもと、男女共同参画社会の実現に向けた取組を、市民の皆さまと

ともに積み重ねてまいりました。このたび、「第５次ＵＪＩあさぎりプラン」の

計画期間終了にあたり、新たに宇治市男女共同参画計画「第６次ＵＪＩあさぎり

プラン」を策定いたしました。 

男女共同参画は、乳幼児期の遊びや体験、学校・職場・地域における日常生活

など、人生のあらゆる場面で深まっていきます。本計画では、子どもから高齢者

まで、それぞれの世代に応じた啓発・学習の機会を充実させ、一人ひとりが自分

らしく生きることのできる社会をめざしてまいります。 

性別にかかわりなく、市民一人ひとりが自らの個性と能力を発揮し、生き生き

と暮らせるまち・宇治の実現に向けて、市民、事業者、教育関係者、関係団体の

皆様とともに力を合わせて取り組んでまいりますので皆さまの温かいご理解と

ご協力をお願いいたします。 

 結びに、この計画の策定にあたり、宇治市男女共同参画審議会で熱心にご議論

をいただきました委員の皆様をはじめ、市民意識・実態調査やワークショップに

ご協力をいただきました皆様、貴重なご意見をお寄せいただきました皆様に心

よりお礼を申し上げます。 

 

2026年（令和８年）３月 

 

宇治市長 松 村 淳 子 

 

宇治市長 松 村 淳 子 
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